
八王子市小規模工事等見積参加登録制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内小規模事業者の受注機会を拡大し、地域経済の活性化及び市内小規模事業

者の育成に資するため、市が発注する小規模工事等に見積参加するための登録制度について、必要

な事項を定めるものとする。 

（小規模工事等） 

第２条 この要綱において小規模工事等とは、八王子市契約事務規則（昭和３９年八王子市規則第９

号）第４２条の規定により随意契約によることができる契約のうち、予定価格５０万円以下の工事

及び設備等の修繕をいうものとする。 

（登録要件） 

第３条 この要綱により小規模工事等の見積参加登録（以下「見積参加登録」という。）ができる者は、

次の全ての要件を満たすものとする。 

⑴ 建設工事等競争入札参加資格者としての登録がない者であること。 

⑵ 市内に本社の商業登記を有する法人事業者又は市内に住民登録を有する個人事業者であること。 

⑶ 常時業務に従事する者（代表・役員は含まない）が５人以下であること。 

⑷ 次の全ての税目に滞納がないこと。 

ア 法人税（申請者が個人である場合は所得税） 

イ 消費税及び地方消費税 

ウ 次の八王子市税 

法人事業者の場合 

法人に係るもの 

・法人市民税 

・固定資産税、都市計画税 

・事業所税 

・従業員の市民税特別徴収分 

・軽自動車税 

法人代表者に係

るもの 

・代表者の個人市民税 

・代表者の固定資産税、都市計画税 

・代表者の軽自動車税 

個人事業者の場合 

・個人市民税 

・固定資産税、都市計画税 

・事業所税 

・軽自動車税 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

⑹ 申請業種の営業を行うに当たり必要な許可、免許、資格等を有する者であること。 

（申請業種） 

第４条 見積参加登録ができる業種は、別表に定めるとおりとする。 

２ 見積参加登録を希望する者は、別表に定める業種の中から５業種を超えない範囲で見積参加登録

を申請することができる。 

（申請方法等） 

第５条 見積参加登録を希望する者は、小規模工事等見積参加登録申請書（第１号様式。以下「申請

書」という。）正副各２通に次に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。 

⑴ 申請者が法人である場合は、法人の商業登記に係る登記事項証明書（申請日の３月前以降に発



行されたもの） 

⑵ 申請者が個人である場合は、個人事業の商号登記に係る登記事項証明書（申請日の３月前以降

に発行されたもの）又は住民票及び地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない旨の誓

約書（第２号様式） 

⑶ 法人税（申請者が個人である場合は所得税）、消費税及び地方消費税の納税証明書並びに市税納

税状況調査票 

⑷ 申請業種の営業に必要な許可等を証する書類の写し 

⑸ 雇用保険等加入状況申出書（第３号様式）、加入状況が確認できる書類（加入義務のない事業者

である場合は社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）の加入義務がないことの届出

書（第４号様式）） 

⑹ その他市が必要と認める書類 

２ 見積参加登録の申請は、小規模工事等見積参加登録者名簿（以下「登録者名簿」という。）の作成

前に、期間を定めて受け付けるものとする。 

３ 前項の期間内に手続を行わなかった者の見積参加登録の申請は、登録者名簿の作成後に随時受け

付けるものとする。 

（名簿への登録） 

第６条 市は、提出された申請書及び添付資料の内容を審査し、登録者名簿へ掲載する。登録者名簿

への掲載が完了したときは、申請書の副本に受付番号を記入し、速やかに申請者に返付する。なお、

登録者名簿は小規模工事等の見積業者選定資料として活用するほか、公表の対象とする。 

２ 市は、前項の審査のため必要がある場合には、申請者に追加資料の提出、申請書の補正その他の

必要な措置を求めることができる。 

３ 市は、前項の措置によっても第３条に規定する登録要件を満たさない場合には、当該見積参加登

録の申請業種の全部又は一部の登録を承認しないものとする。 

（有効期間） 

第７条 登録者名簿の有効期間は、２年間とし、２年度ごとに更新するものする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第５条第３項の規定により見積参加登録の申請をした者の登録の有効

期間は、その者が登録者名簿に掲載された日から当該登録者名簿の有効期間の末日までとする。 

（登録者の取扱い） 

第８条 市は、小規模工事等を発注するために見積書を徴する場合には、特別の理由がある場合を除

き、登録者名簿に掲載されている者（以下「登録者」という。）の中から一者以上を選定するよう努

めるものとする。 

（変更等の届出） 

第９条 登録者は、登録申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに小規模工事等見積参加登録変

更届（第５号様式）２通に必要な書類を添付し、市に提出しなければならない。 

２ 登録者は、登録者名簿への掲載を抹消したい場合には、小規模工事等見積参加登録抹消届（第６

号様式）２通を市に提出しなければならない。 

（職権による登録の抹消） 

第１０条 市は、登録者が次のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができる。 

⑴ 登録者が第３条に規定する登録要件に該当しなくなったとき。 

⑵ 申請書に虚偽の記載があることが判明したとき。 

⑶ 小規模工事等の履行成績が著しく不良であり、小規模工事等の契約者として適当でないと認め



るとき。 

⑷ その他、市が登録者として適当でないと認めるとき。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２２・２３年度の登録者名簿は、平成２２年度の登録者名簿を準用する。この場合において、

登録期間の末日は、「平成２３年３月３１日」とあるのを「平成２４年３月３１日」に読み替えるも

のとする。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



【令和 ・ 年度登録分】 
第１号様式（第５条関係） 

受付番号  

令和  年  月  日 

 

小規模工事等見積参加登録申請書 

 

八 王 子 市 長  殿 

 

 

八王子市の発注する小規模工事（設備等の修繕を含む。）への見積参加を希望する

ので、次のとおり登録を申請します。 

 

所在地（住所） 
〒   －    

東京都八王子市 

フ リ ガ ナ  

商 号 ・ 名 称  

代 表 者 役 職 名  実  印 使 用 印 

フ リ ガ ナ    

代 表 者 氏 名  

電 話 番 号  Ｆ  Ａ  Ｘ   

メールアドレス  

総 職 員 数 
代 表 ・ 役 員  人  

合 計 人  
正 社 員 人  

申 請 業 種 
※申請業種（別表 第４条関係）に記入してください 

※申請は５業種以内としてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 付 印 

 



【令和 ・ 年度登録分】 
第１号様式（第５条関係） 

申 請 業 種（別表 第４条関係）  

※申請する業種（５業種以内）について得意順位（５位まで（同順位不可））を記入してください 

得意 

順位 

業種 

番号 
業 種 名 

営業に必要な許可・免許等を有する場合 

許可等の種類・名称・許可番号等（１業種３種類まで） 

 
100 道路舗装工事  

 
600 一般土木工事  

 
700 建築工事  

 
800 電気工事  

 
900 給排水衛生工事  

 
1000 空調工事  

 
2700 造園  

 
3200 消火設備  

 
3300 電話・通信  

 
3500 畳  

 
3600 

室内装飾（内装

仕上） 
 

 
3700 一般塗装  

 
3900 防水  

 
6600 金網さく  

 
6800 サッシュ 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

誓  約  書 
 

 

八王子市長 殿 

 

 

私は、小規模工事等見積参加登録の申請に当たり、次に掲げるいずれの要件にも該当

しない者であることを誓約いたします。 

 

○ 未成年者 

○ 成年被後見人 

○ 被保佐人 

○ 被補助人 

○ 破産者で復権を得ない者 

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる

者 

 

 

令和  年  月  日 

 

住 所 

 

氏 名               （印） 

 

 



第３号様式（第５条関係）

１．雇用保険の加入状況について

２．医療保険の加入状況について

３．厚生年金保険の加入状況について

名                   称

雇用保険等加入状況申出書 提    出    日      　年　　　　月　　　　日

所        在        地

　　　項　　　　　　　　　　目　　　　※該当するものにチェック☑し、各書類の提出をしてください。

　  Ｑ１）常用労働者及び日雇い労働者の方は、雇用保険に加入していますか。

　　　　　Ｑ３）へ進んで下さい。

代        表        者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

全  従  業  員  数
（代表者・役員も含む）

合計　（　　　　　）　名
内訳：代表者・役員（　 ）名、正社員（　 ）名、
　　　パート・アルバイト（　　）名、　その他（　　　　）　　名

担当者・連絡先

　　　　　直近の「雇用保険領収書及び労働保険概算確定保険料申告書（写）」
　　　　　又は「保険料納入証明書」を提出して下さい。　　　　      　Ｑ２）へ進んで下さい。

　　　　　加入義務が無い場合、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）の
　　 　　 加入義務がないことの届出書の①を記入し、提出して下さい。

　　　　   加入義務がある場合、下記に今後の予定について記入して下さい。　　　Ｑ２）へ
　　　　　今後の予定（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）進んで下さい。

　　Ｑ４）厚生年金保険の適用事業所ですか。

　　　　　Ｑ５）へ進んで下さい。

　　　　　社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）の加入義務がないことの届出書の
　　　　　③を記入し、提出して下さい。　　　　                          　以上で終了です。

　　　　　直近の「納入告知兼領収書（写）」又は「保険料納入証明書」を提出して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上で終了です。

　　　　　厚生年金保険に加入していない場合、加入していない理由や
　　　　 今後の予定について下記に記入してください。                         以上で
          今後の予定（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   　） 終了です。

    Ｑ５）適用事業所の場合、法人代表者・役員及び常用労働者は、厚生年金保険に加入していますか。

　　　　　社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）の加入義務がないことの届出書の
　　　　　②を記入し、提出して下さい。                              Ｑ４）へ進んで下さい。

　  Ｑ２）協会けんぽ、健康保険組合等の適用事業所ですか。

　　　　　協会けんぽ、健康保険組合等に加入していない場合、加入していない理由や
　　　　  今後の予定について下記に記入してください。　　　　                  Ｑ４）へ
　　　　   今後の予定（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　） 進んで下さい。

　  Ｑ３）適用事業所の場合、法人代表者・役員及び常用労働者は、協会けんぽ、健康保険組合等に
　　　　 加入していますか。

　　　 　 直近の「納入告知兼領収書（写）」又は「保険料納入証明書」を提出して下さい。
　　　　　　協会けんぽ、健康保険組合等に加入している場合、加入している保険の名称を
　 　　　　下記に記入して下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｑ４）へ
    　　　　保険の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　     　　）進んで下さい。

適用事業所

非適用事業所

加入

非加入

加入

非加入

加入

非加入

適用事業所

非適用事業所



第４号様式（第５条関係） 

令和  年  月  日 

 

社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）の加入義務がないことの届出書 

 

所在地                              

商号または名称                          

代表者（または代理人）                    印 

 

下記の理由により、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）の加入義務がないこと 

について届出します。 

記 

① 雇用保険について 

□従業員がいないため加入義務がありません。 

□その他（理由を下記に記入してください） 

（理由） 

 

【労働局等の関係機関に確認した場合は、下記に記入してください】 

確認日（年月日）  

関係機関名  
 

② 健康保険について 

□従業員５人未満の個人事業者であるため、加入義務がありません。 

□その他（理由を下記に記入してください） 

（理由） 

 

【年金事務所等の関係機関に確認した場合は、下記に記入してください】 

確認日（年月日）  

関係機関名  
 

※国保組合等に加入している場合は、国保組合等への加入が確認できる書類を添付してください。 

③ 厚生年金保険について 

□従業員５人未満の個人事業者であるため、加入義務がありません。 

□その他（理由を下記に記入してください） 

（理由） 

 

【年金事務所等の関係機関に確認した場合は、下記に記入してください】 

確認日（年月日）  

関係機関名  
 

※該当する□欄にチェックしてください。 
※各保険に加入義務がない場合、加入義務がないことを証明する書類の提出を求める場合があります。 
（例：登記事項証明書等） 



第５号様式（第９条関係）（表） 

受付番号  

 

令和  年  月  日 

 

小規模工事等見積参加登録変更届 

 

八 王 子 市 長  殿 

 

商号又は名称 

所 在 地 

代 表 者 名                     印 

 

八王子市の発注する小規模工事（設備等の修繕を含む。）への見積参加登録事項を次のとお

り変更したので届け出ます。 

 

 

 

該当に○ 変更事項 添付書類 

 

商号・名称 

・法人又は商号登記をしている個人 商業登記に係る登記事項証明書 

（登記事項証明書は申請日の３月前以降に発行されたもの） 

・支払金口座振替依頼書 

 
所在地 

・法人又は商号登記をしている個人 商業登記に係る登記事項証明書 

（登記事項証明書は申請日の３月前以降に発行されたもの） 

・商号登記をしていない個人    住民票 

（住民票は世帯員の一部（申請者本人）が表示されたもの。 

世帯主・続柄、本籍・筆頭者の記載は必要ありません。） 

・支払金口座振替依頼書 

 

代表者役職・氏名 

 
印鑑（実印・使用印） 

・支払金口座振替依頼書 
 連絡先 

（電話番号・FAX・メールアドレス） 

 

総職員数 

必要ありません 

※正社員数が６人以上となる場合は、登録要件非該当となるため、 

「小規模工事等見積参加登録抹消届」を提出してください。 

 
社会保険等の加入状況 

・雇用保険等加入状況申出書 

・加入状況が確認できる書類 

 
申請業種 

・（申請業種を追加する場合のみ）追加業種の営業に必要な許可等 

を証する書類の写し 

 
許可・免許等 ・変更後の許可・免状の写し 

受 付 印 

 



第５号様式（第９条関係）（裏） 

変更内容 

 

変更事項 変更前 変更後 

   

印鑑の場合 実印 使用印 実印 使用印 

    

 



第６号様式（第９条関係） 

受付番号  

令和  年  月  日 

 

小規模工事等見積参加登録抹消届 

 

八 王 子 市 長  殿 

 

 

八王子市の発注する小規模工事（設備等の修繕を含む。）への見積参加登録を抹消

したいので届け出ます。 

 

所在地（住所） 
〒   －    

東京都八王子市 

フリガナ  

商号・名称  

代表者役職名  

フリガナ  

代表者氏名 （印） 

 

 

 

届出理由 

１．競争入札参加登録を行ったため 

  令和  年  月  日より競争入札参加登録の名簿掲載（予定） 

 

２．その他（具体的に理由を記載） 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

  

受 付 印 

 


